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名古屋大学大学文書資料室利用等規程（案） 

（施設名：名古屋大学大学文書資料室） 

ガイドライン規定例 名古屋大学大学文書資料室利用等規程（案） 備  考 

第Ａ章 総則 

Ａ－１ 目的 

この規則は、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号。以下「法」

という。）に基づき、○○館（以下「館」という。）が保存する特定歴史公文書等の

保存、利用及び廃棄について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 

Ａ－２ 定義  

この規則において「特定歴史公文書等」とは、法第２条第７項に規定する特定歴

史公文書等のうち、館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたもの及び法

の施行の際、現に館が保存する歴史公文書等（現用のものを除く。）をいう。 

 

 

第Ｂ章 保存 

 第１節 受入れ 

Ｂ－１ 行政機関又は独立行政法人等からの受入れ 

(1) 館は、△△省（△△法人）で保存する歴史公文書等（法第２条第６項に定める

歴史公文書等をいう。以下同じ。）として、保存期間が満了したときに館に移管す

る措置が設定されたものについて、保存期間が満了した日から可能な限り早い時

期に受入れの日を設定し、当該歴史公文書等を受け入れるものとする。 

 

(2) 館は、(1)の規定に基づき受け入れた特定歴史公文書等について、次の各号に掲

げる措置を施した上で、原則として受入れから１年以内に排架を行うものする。

 

①  くん蒸その他の保存に必要な措置 

② Ｂ－４(4)に定める識別番号の付与 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は，公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66号。以下「法」

という。）に基づき，名古屋大学大学文書資料室（以下「資料室」という。）が保存

する特定歴史公文書等の保存，利用及び廃棄について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この規程において「特定歴史公文書等」とは，法第２条第７項に規定する特

定歴史公文書等のうち，資料室に移管され，又は寄贈され，若しくは寄託されたも

の及び法の施行の際，現に資料室が保存する歴史公文書等（現用のものを除く。）

をいう。 

 

第２章 保存 

第１節 受入れ 

 （名古屋大学からの受入れ） 

第３条 資料室は，名古屋大学（以下「本学」という。）で保存する歴史公文書等（法

第２条第６項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。）として，保存期間が満

了したときに資料室に移管する措置が設定されたものについて，保存期間が満了し

た日から可能な限り早い時期に受入れの日を設定し，当該歴史公文書等を受け入れ

るものとする。 

２ 資料室は，前項の規定に基づき受け入れた特定歴史公文書等について，次の各号

に掲げる措置を施した上で，原則として受入れから１年以内に排架を行うものとす

る。 

一 防虫，カビ等の除去，簡易な修復その他の保存に必要な措置 

二 第６条第４項に規定する識別番号の付与 
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存に必要な措置をおこなう予定である。 

CO996475
資料３



 2 / 17 
 

③ Ｃ－２(1)①に掲げる事由（以下「利用制限事由」という。）の該当性に関す

る事前審査 

④ Ｂ－７(1)に定める目録の作成 

(3) 館は、特定歴史公文書等の利用が円滑に行われるようにするため、(2)③に規定

する事前審査の方針を定めるものとする。 

 

Ｂ－２ 寄贈・寄託された文書の受入れ 

(1) 館は、法人その他の団体（国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」とい

う。）又は個人から特定の文書を寄贈又は寄託する旨の申出があった場合、当該文

書が歴史公文書等に該当すると判断する場合には、当該文書を受け入れるものと

する。 

(2) 館は、(1)に基づき受け入れた特定歴史公文書等について、寄贈又は寄託をした

者の希望に応じ、利用の制限を行う範囲及びこれが適用される期間を定めた上で、

次に掲げる措置を施し、原則として受入れから１年以内に排架を行うものとする。

 

① くん蒸その他の保存に必要な措置 

② Ｂ－４(4)に定める識別番号の付与 

③ Ｂ－７(1)に定める目録の作成 

 

Ｂ－３ 著作権の調整 

館は、Ｂ－１及びＢ－２に基づき受け入れた特定歴史公文書等に著作物や実演、

レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像（以下「著作物等」とい

う。）が含まれている場合は、当該著作物等について、必要に応じて、予め著作者、

著作権者、実演家又は著作隣接権者から著作者人格権、著作権、実演家人格権又は

著作隣接権についての許諾や同意を得ること等により、当該特定歴史公文書等の円

滑な利用に備えるものとする。 

 

第２節 保存 

Ｂ－４ 保存方法等 

(1) 館は、特定歴史公文書等について、Ｄ－１の規定により廃棄されるに至る場合

三 第 11 条第１項第１号に掲げる事由（以下「利用制限事由」という。）の該当性

に関する事前審査 

四 第９条第１項に規定する目録の作成 

３ 資料室は，特定歴史公文書等の利用が円滑に行われるようにするため，前項第３

号に規定する事前審査の方針を定めるものとする。 

 

 （寄贈・寄託された文書の受入れ） 

第４条 資料室は，法人その他の団体（国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」

という。）又は個人から特定の文書を寄贈又は寄託する旨の申出があった場合で，

当該文書が歴史公文書等に該当すると判断するときには，当該文書を受け入れるも

のとする。 

２ 資料室は，前項に基づき受け入れた特定歴史公文書等について，寄贈又は寄託し

た者の希望に応じ，利用の制限を行う範囲及びこれが適用される期間を定めた上

で，次の各号に掲げる措置を施し，原則として受入れから１年以内に排架を行うも

のとする。 

一 防虫，カビ等の除去，簡易な修復その他の保存に必要な措置 

二 第６条第４項に規定する識別番号の付与 

三 第９条第１項に規定する目録の作成 

 

 （著作権の調整） 

第５条 資料室は，第３条及び前条に基づき受け入れた特定歴史公文書等に著作物や

実演，レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像（以下「著作物等」

という。）が含まれている場合は，当該著作物等について，必要に応じて，予め著

作者，著作権者，実演家又は著作隣接権者から著作者人格権，著作権，実演家人格

権又は著作隣接権についての許諾又は同意を得ること等により，当該特定歴史公文

書等の円滑な利用に備えるものとする。 

 

第２節 保存 

 （保存方法等） 

第６条 資料室は，特定歴史公文書等について，第 29 条の規定により廃棄されるに
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を除き、専用の書庫において永久に保存するものとする。 

(2) 館は、(1)に定める専用書庫について、温度、湿度、照度等を適切に管理すると

ともに、防犯、防災、防虫等のための適切な措置を講ずるものとする。 

(3) 館は、特定歴史公文書等のうち電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の

人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）については、その種別を勘案し、当該特定歴史公文書等を利用できるよう

にするために媒体変換その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(4) 館は、特定歴史公文書等について、識別を容易にするために必要な番号等（以

下「識別番号」という。）を付する。 

 

Ｂ－５ 複製物 

館は、特定歴史公文書等について、その保存及び利便性の向上のために、それぞ

れの特定歴史公文書等の内容、保存状態、時の経過、利用の状況等を踏まえた複製

物作成計画を定めた上で、適切な記録媒体による複製物を作成する。 

 

Ｂ－６ 個人情報漏えい防止のために必要な措置 

館は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）をいう。）が記録されている場合には、法第１

５条第３項に基づき、当該個人情報の漏えいの防止のため、以下の措置を講ずる。

 

① 書庫の施錠その他の物理的な接触の制限 

② 当該特定歴史公文書等に記録されている個人情報に対する不正アクセス（不

正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）第３条第

２項に規定する不正アクセスをいう。）を防止するために必要な措置 

③ 館の職員に対する教育・研修の実施 

④ その他必要な措置 

 

Ｂ－７ 目録の作成及び公表 

至る場合を除き，専用の書庫において永久に保存するものとする。 

２ 資料室は，前項に規定する専用書庫について，温度，湿度，照度等を適切に管理

するとともに，防犯，防災，防虫等のための適切な措置を講ずるものとする。 

３ 資料室は，特定歴史公文書等のうち電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他

の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）については，その種別を勘案し，当該特定歴史公文書等を利用できるように

するために媒体変換その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 資料室は，特定歴史公文書等について，識別を容易にするために必要な番号等（以

下「識別番号」という。）を付する。 

 

 （複製物） 

第７条 資料室は，特定歴史公文書等について，その保存及び利便性の向上のために，

それぞれの特定歴史公文書等の内容，保存状態，時の経過，利用の状況等を踏まえ

た複製物作成計画を定めた上で，適切な記録媒体による複製物を作成する。 

 

 （個人情報漏えい防止のために必要な措置） 

第８条 資料室は，特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であっ

て，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することができ，それにより特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）をいう。）が記録されている場合には，

法第 15 条第３項に基づき，当該個人情報の漏えいの防止のため，次の各号に掲げ

る措置を講ずる。 

一 書庫の施錠その他の物理的な接触の制限 

二 当該特定歴史公文書等に記録されている個人情報に対する不正アクセス（不正

アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第 128 号）第３条第２項に

規定する不正アクセスをいう。）を防止するために必要な措置 

三 資料室の職員に対する教育・研修の実施 

四 その他必要な措置 

 

 （目録の作成及び公表） 
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(1)   館は、特定歴史公文書等に関して、次の各号に掲げる事項について１つの集合

物ごとに記載した目録を作成する。 

①  分類及び名称 

② 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名 

③ 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期 

④ 保存場所 

⑤ 媒体の種別 

⑥ 識別番号 

⑦ 利用することができる複製物の存否 

⑧ 利用制限の区分（全部利用、一部利用、利用不可又は要審査のいずれかを記

載のこと） 

⑨ その他適切な保存及び利用に資する情報 

(2)  館は、(1)に規定する目録の記載に当たっては、法第１６条第１項第１号イから

ニまで若しくは第２号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第３号の制限若しくは

同項第４号の条件に係る情報は記載しないものとする。 

(3) 館は、(1)に規定する目録を閲覧室に備えて付けておくとともに、インターネッ

トの利用等により公表する。 

 

第Ｃ章 利用 

 第１節 利用の請求 

Ｃ－１ 利用請求の手続 

(1) 館は、法第１６条の規定に基づき、特定歴史公文書等について利用の請求（以

下「利用請求」という。）をしようとする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載

した利用請求書の提出を求めるものとする。 

① 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の

氏名 

② 利用請求に係る特定歴史公文書等の目録に記載された名称 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等の識別番号 

④ 希望する利用の方法（任意） 

⑤ ④で写しの交付による利用を希望する場合は、Ｃ－１０(2)に定める写しの作

第９条 資料室は，特定歴史公文書等に関して，次の各号に掲げる事項について１つ

の集合物ごとに記載した目録を作成する。 

一 分類及び名称 

二 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名 

三 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期 

四 保存場所 

五 媒体の識別 

六 識別番号 

七 利用することができる複製物の存否 

八 利用制限の区分（全部利用，一部利用，利用不可又は要審査のいずれかを記載

のこと） 

九 その他適切な保存及び利用に資する情報 

２ 資料室は，前項に規定する目録の記載に当たっては，法第 16 条第１項第２号イ

若しくはロに掲げる情報又は同項第４号の条件に係る情報は記載しないものとす

る。 

３ 資料室は，第１項に規定する目録を閲覧室に備えて付けておくとともに，インタ

ーネットの利用等により公表する。 

 

第３章 利用 

第１節 利用の請求 

 （利用請求の手続） 

第 10 条 資料室は，法第 16 条の規定に基づき，特定歴史公文書等について利用の請

求（以下「利用請求」という。）をしようとする者に対し，次の各号に掲げる事項

を記載した利用請求書の提出を求めるものとする。 

一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の

氏名 

二 利用請求に係る特定歴史公文書等の目録に記載された名称 

三 利用請求に係る特定歴史公文書等の識別番号 

四 希望する利用方法（任意） 

五 前号で写しの交付による利用を希望する場合は，第 19 条第２項に規定する写

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第16条第１項第１号は行政機関の長からの移管

に係るものであり、また同項第３号は国の機関（行

政機関を除く）からの移管に係るものであり、両者

は資料室長が移管を受けることを想定していない

ため、これらに関するガイドライン規定例の該当部

分を削除するもの。 
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成方法、写しを作成する範囲及び部数（任意） 

(2) 館は、利用請求の円滑化及び効率化を図るため、利用請求書の標準様式等を作

成し、閲覧室に備えておくとともに、インターネットの利用等により公表する。

(3) (1)の提出の方法は、次のいずれかによるものとする。この場合、②の方法にお

いて必要な郵送料は、利用請求をする者が負担するものとする。 

① 閲覧室の受付に提出する方法 

② 館に郵送する方法 

③ 情報通信技術を用いて館に送信する方法 

(4) (3)の②及び③に定める方法による利用請求については、利用請求書が館に到達

した時点で請求がなされたものとみなす。 

(5) 館は、利用請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求をした者（以

下「利用請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。 

 

Ｃ－２ 利用請求の取扱い 

(1) 館は、特定歴史公文書等について前条に定める利用請求があった場合には、次

に掲げる場合を除き、これを利用に供するものとする。 

当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 

イ  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１

４０号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）第５条第１号に掲げ

る情報 

ロ 独立行政法人等情報公開法第５条第２号又は第４号イからハまで若しく

はトに掲げる情報 

② 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを

条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間

が経過していない場合 

③ 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若

しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されてい

る場合 

(2)  館は、利用請求に係る特定歴史公文書等が(1)①に該当するか否かについて判断

しの作成方法，写しを作成する範囲及び部数（任意） 

２ 資料室は，利用請求の円滑化及び効率化を図るため，利用請求書の標準様式等を

作成し，閲覧室に備えておくとともに，インターネットの利用等により公表する。 

３ 第１項の提出の方法は，次のいずれかによるものとする。この場合，第２号の方

法において必要な郵送料は，利用請求をする者が負担するものとする。 

一 閲覧室の受付に提出する方法 

二 資料室に郵送する方法 

 

４ 前項第２号に規定する方法による利用請求については，利用請求書が資料室に到

達した時点で請求がなされたものとみなす。 

５ 資料室は，利用請求書に形式上の不備があると認めるときは，利用請求をした者

（以下「利用請求者」という。）に対し，相当の期間を定めて，その補正を求める

ことができる。 

 

 （利用請求の取扱い） 

第 11 条 資料室は，特定歴史公文書等について前条に規定する利用請求があった場

合には，次の各号に掲げる場合を除き，これを利用に供するものとする。 

一 当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 

イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140

号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる情報 

 

ロ 独立行政法人等情報公開法第５条第２号又は第４号イからハまで若しくは

トに掲げる情報 

二 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条

件に法人等又は個人から寄贈され，又は寄託されたものであって，当該期間が経

過していない場合 

三 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若し

くはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場

合 

２ 資料室は，利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第１号に該当するか否かにつ

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護等に対応できるセキュリティ対策等

の観点から、情報通信技術を用いた利用請求システ

ムは現状では導入しない予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第８条第３項は行政機関の長からの移管に係る
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するに当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書（法人文書）として作成又

は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に法第

８条第３項又は第１１条第５項の規定による意見が付されている場合には、当該

意見を参酌する。 

(3) 館は、(2)において時の経過を考慮するにあたっては、利用制限は原則として作

成又は取得されてから３０年を超えないものとする考え方を踏まえるものとす

る。 

 

Ｃ－３ 部分利用 

(1) 館は、Ｃ－２(1)①又は②に掲げる場合であっても、(1)①に掲げる情報又は(1)

②の条件に係る情報（以下Ｃ－３において「利用制限情報」という。）が記録され

ている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求者に対し、当該

部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分

に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

 

(2) (1)に規定する区分の方法は、次の各号に掲げる特定歴史公文書等の種類に応

じ、当該各号に掲げる方法とする。 

① 文書又は図画 当該特定歴史公文書等の写しを作成し、当該写しに記載され

ている利用制限情報を墨塗りする方法（ただし、利用請求者の同意があれば、

利用制限情報が記載されている範囲を被覆する方法によることを妨げない。） 

② 電磁的記録 当該記録の写しを作成し、当該写しに記載されている利用制限

情報を消除する方法 

 

Ｃ－４ 本人情報の取扱い 

(1) 館は、Ｃ－２(1)①イに掲げる情報により識別される特定の個人（以下この条に

おいて「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等につ

いて利用請求があった場合において、次の各号のいずれかに掲げる書類の提示又

は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある

情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につき当該情報が記録

されている部分についても、利用に供するものとする。 

いて判断するに当たっては，当該特定歴史公文書等が法人文書として作成又は取得

されてからの時の経過を考慮するとともに，当該特定歴史公文書等に法第 11 条第

５項の規定による意見が付されている場合には，当該意見を参酌する。 

 

３ 資料室は，前項において時の経過を考慮するに当たっては，利用制限は原則とし

て作成又は取得されてから 30 年を超えないものとする考え方を踏まえるものとす

る。 

 

 （部分利用） 

第 12 条 資料室は，前条第１項第１号又は第２号に掲げる場合であっても，同条第

１項第１号に掲げる情報又は同項第２号の条件に係る情報（以下この条において

「利用制限情報」という。）が記録されている部分を容易に区分して除くことがで

きるときは，利用請求者に対し，当該部分を除いた部分を利用させなければならな

い。ただし，当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められる

ときは，この限りでない。 

２ 前項に規定する区分の方法は，次の各号に掲げる特定歴史公文書等の種類に応

じ，当該各号に掲げる方法とする。 

一 文書又は図画 当該特定歴史公文書等の写しを作成し，当該写しに記載されて

いる利用制限情報を墨塗りする方法（ただし，利用請求者の同意があれば，利用

制限情報が記載されている範囲を被覆する方法によることを妨げない。） 

二 電磁的記録 当該記録の写しを作成し，当該写しに記載されている利用制限情

報を消除する方法 

 

 （本人情報の取扱い） 

第 13 条 資料室は，第 11 条第１項第１号イに掲げる情報により識別される特定の個

人（以下この条において「本人」という。）から，当該情報が記録されている特定

歴史公文書等について利用請求があった場合において，次の各号のいずれかに掲げ

る書類の提示又は提出があったときは，本人の生命，健康，生活又は財産を害する

おそれがある情報が記録されている場合を除き，当該特定歴史公文書等につき当該

情報が記録されている部分についても，利用に供するものとする。 

ものであり、資料室長が行政文書の移管を受けるこ

とは想定していないため、これらに関するガイドラ

イン規定例の該当部分を削除するもの。 
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① 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が

記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第１項に規定する住民

基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類

であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 

② ①に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができ

ない場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため

館が適当と認める書類 

(2)  Ｃ－１(3)②又は③に定める方法により利用請求をする場合には、(1)の規定に

関わらず、当該利用請求をする者は、(1)①及び②に掲げる書類のいずれかを複写

機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写しその

他の館が適当と認める書類（利用請求をする日前３０日以内に作成されたものに

限る。）を館に提出すれば足りるものとする。 

 

Ｃ－５ 第三者に対する意見提出機会の付与等 

(1)  館は、利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体、

地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者（以下この条において「第三者」

という。）に関する情報が記録されている場合には、当該特定歴史公文書等を利

用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、

次の各号に掲げる事項を通知して、法第１８条第１項に基づく意見書を提出する

機会を与えることができる。 

① 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

② 利用請求の年月日 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報

の内容 

④ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(2) 館は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせよう

とする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第５条第１号ロ若しくは第

２号ただし書に規定する情報（※独立行政法人等から移管を受ける施設の場合

は、独立行政法人等情報公開法第５条第１号ロ若しくは第２号ただし書に規定す

一 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が 

記載されている運転免許証，健康保険の被保険者証，外国人登録証明書，住民基

本台帳法（昭和 42年法律第 81 号）第 30条の 44 第１項に規定する住民基本台帳

カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって，

当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 

二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し，又は提出することができ

ない場合にあっては，当該利用請求をする者が本人であることを確認するため資

料室が適当と認める書類 

２ 第 10 条第３項第２号又は第３号に規定する方法により利用請求をする場合に

は，前項の規定にかかわらず，当該利用請求をする者は,前項第１号及び第２号に

掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又

は外国人登録原票の写しその他の資料室が適当と認める書類（利用請求をする日前

30 日以内に作成されたものに限る。）を資料室に提出すれば足りるものとする。 

 

 （第三者に対する意見提出機会の付与等） 

第 14 条 資料室は，利用請求に係る特定歴史公文書等に国，独立行政法人等，地方

公共団体，地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者（以下この条において

「第三者」という。）に関する情報が記録されている場合には，当該特定歴史公文

書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって，当該情報に係る第三者

に対し，次の各号に掲げる事項を通知して，法第 18 条第１項に基づく意見書を提

出する機会を与えることができる。 

一 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

二 利用請求の年月日 

三 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報

の内容 

四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２ 資料室は，第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせ

ようとする場合であって，当該情報が独立行政法人等情報公開法第５条第１号ロ又

は第２号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは，利用させる旨の決定

に先立ち，当該第三者に対し，次の各号に掲げる事項を書面により通知して，法第
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る情報）に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者

に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知して、法第１８条第２項に基づ

く意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が

判明しない場合は、この限りでない。 

① 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

② 利用請求の年月日 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由 

④ 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報

の内容 

⑤ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(3) 館は、特定歴史公文書等であって法第１６条第１項第１号ハ又はニに該当する

ものとして同法第８条第３項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の

決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の

長に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知して、法第１８条第３項に基

づく意見書を提出する機会を与えなければならない。 

① 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

② 利用請求の年月日 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている法第８条第３項の規定によ

る意見の内容 

④ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(4) 館は、(1)又は(2)の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当

該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した

場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その

決定の日と利用させる日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。こ

の場合において、館は、その決定後直ちに、当該意見書（Ｃ－１２において「反

対意見書」という。）を提出した第三者に対し、法第１８条第４項に基づき利用

させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しな

ければならない。 

 

Ｃ－６ 利用決定 

18 条第２項に基づく意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，当

該第三者の所在が判明しない場合は，この限りでない。 

 

 

一 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

二 利用請求の年月日 

三 利用請求にかかわる特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由 

四 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報

の内容 

五 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 資料室は，第１項又は前項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三

者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提

出した場合において，当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは，

その決定の日と利用させる日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。

この場合において，資料室は，その決定後直ちに，当該意見書（第 21 条において

「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し，法第 18 条第４項に基づき利用

させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しな

ければならない。 

 

 （利用決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン規定例のＣ－５（３）の条文は、行政

機関の長から移管を受けた場合の規定であり、資料

室長が移管を受けることを想定していないため、こ

れに関するガイドライン規定例の該当部分を削除

するもの。 
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(1) 館は、利用請求があった場合は速やかに、これに係る処分についての決定（以

下「利用決定」という。）をしなければならない。ただし、利用制限事由の存否に

係る確認作業が必要な場合その他の時間を要する事情がある場合は、利用請求が

あった日から３０日以内に利用決定をするものとする。この場合において、館が

Ｃ－１(5)の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間

に算入しない。 

(2) 利用決定においては、利用請求のあった特定歴史公文書等ごとに、次の各号に

掲げる処分のいずれかを決定するものとする。 

① 全部の利用を認めること（ただし法第１９条ただし書の規定に基づき写しを

閲覧させる方法を用いる場合にはその旨を明記すること。②において同じ。）

② 一部の利用を認めないこと 

③  全部の利用を認めないこと 

(3)  館は、利用決定に関し、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、(1)

の規定に関わらず、(1)ただし書に規定する期間を３０日以内に限り延長すること

ができる。この場合において、館は、利用請求者に対し、遅滞なく、延長後の期

間及び延長の理由を通知するものとする。 

(4) 館は、利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求が

あった日から６０日以内にそのすべてについて利用決定をすることにより事務の

遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、(1)及び(3)の規定に関わらず、

利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決

定をし、残りの部分については相当の期間内に利用決定をすることができる。こ

の場合において、館は、利用請求があった日の翌日から３０日以内（Ｃ－１(5)

の規定により補正に要した日数を除く。）に、利用請求者に対し、次に掲げる事項

を書面により通知しなければならない。 

① 本規定を適用する旨及び理由 

② 残りの部分について利用決定をする期限 

 

Ｃ－７ 利用決定の通知 

(1)  館は、利用決定をした場合、当該特定歴史公文書等の利用請求者に対して、以

下の事項について記載した通知書（以下「利用決定通知書」という。）により決定の

第 15 条 資料室は，利用請求があった場合は速やかに，これに係る処分についての

決定（以下「利用決定」という。）をしなければならない。ただし，利用制限事由

の存否に係る確認作業が必要な場合その他の時間を要する事情がある場合は，利用

請求があった日から 30 日以内に利用決定をするものとする。この場合において，

資料室が第 10 条第５項の規定により補正を求めたときは，当該補正に要した日数

は，当該期間に算入しない。 

２ 利用決定においては，利用請求のあった特定歴史公文書等ごとに，次の各号に掲

げる処分のいずれかを決定するものとする。 

一 全部の利用を認めること（ただし，法第 19 条ただし書の規定に基づき写しを

閲覧させる方法を用いる場合にはその旨を明記すること。次号において同じ。） 

二 一部の利用を認めないこと 

三 全部の利用を認めないこと 

３ 資料室は，利用決定に関し，事務処理上の困難その他正当な理由があるときは，

第１項の規定にかかわらず，第１項ただし書に規定する期間を 30 日以内に限り延

長することができる。この場合において，資料室は，利用請求者に対し，遅延なく，

延長後の期間及び延長の理由を通知するものとする。 

４ 資料室は，利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため，利用請求

があった日から 60 日以内にそのすべてについて利用決定をすることにより事務の

遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には，第１項及び前項の規定にかかわ

らず，利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利

用決定をし，残りの部分については相当の期間内に利用決定をすることができる。

この場合において，資料室は，利用請求があった日の翌日から 30日以内（第 10条

第５項の規定により補正に要した日数を除く。）に，利用請求者に対し，次の各号

に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

一 この規定を適用する旨及び理由 

二 残りの部分について利用決定をする期限 

 

 （利用決定の通知） 

第 16 条 資料室は，利用決定をした場合，当該特定歴史公文書等の利用請求者に対

して，次の各号に掲げる事項について記載した通知書（以下「利用決定通知書」と
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内容を通知しなければならない。 

① 利用請求のあった特定歴史公文書等に関する処分の結果 

② 利用請求書において請求した利用が認められない場合（法第１９条ただし書

の適用により原本の閲覧が認められない場合を含む。）はその理由 

③ 利用の方法 

(2)  利用決定通知書には、利用請求者が利用の方法を申し出るための書類（以下「利

用の方法申出書」という。）を添付しなければならない。 

(3)  通知は、閲覧室で行うほか、利用請求者の求めに応じ、次の各号に掲げる方法

により行うこともできる。この場合、①の方法において必要な郵送料は、利用請求

者が負担するものとする。 

① 利用決定通知書を利用請求者に郵送する方法 

② 情報通信技術を用いて利用決定通知書を利用請求者に送付する方法 

 

Ｃ－８ 利用の方法 

(1) 特定歴史公文書等の利用は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方

法により、電磁的記録については次の各号に掲げる方法により行う。  

① 当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴

  取 

② 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付 

③ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付 

(2) (1)に規定する電磁的記録の利用の方法は、情報化の進展状況等を勘案して、利

用者が利用しやすいものとする。 

(3)   利用の方法は、利用請求者が利用請求書又は利用の方法申出書に利用の方法を

記載し、館に提出することにより指定するものとする。 

(4) 利用の方法申出書は、利用決定の通知があった日から３０日以内での提出を求

めるものとする。ただし、利用請求者において、当該期間内に当該申出をするこ

とができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

(5) 利用の方法申出書の提出の方法については、Ｃ－１(3)の規定を準用する。 

 

Ｃ－９ 閲覧の方法等 

いう。）により決定した内容を通知しなければならない。 

一 利用請求のあった特定歴史公文書等に関する処分の結果 

二 利用請求書において請求した利用が認められない場合（法第 19 条ただし書の

適用により原本の閲覧が認められない場合を含む。）はその理由 

三 利用の方法 

２ 利用決定通知書には，利用請求者が利用の方法を申し出るための書類（以下「利

用の方法申出書」という。）を添付しなければならない。 

３ 通知は，閲覧室で行うほか，利用請求者の求めに応じ，利用決定通知書を利用請

求者に郵送する方法により行うことができる。この場合において，必要な郵送料は，

利用請求者が負担するものとする。 

 

 

 

 （利用の方法） 

第 17 条 特定歴史公文書等の利用は，文書又は図画については閲覧又は写しの交付

の方法により，電磁的記録については次の各号に掲げる方法により行う。 

一 当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧，視聴又は聴取 

 

二 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付 

三 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付 

２ 前項に規定する電磁的記録の利用の方法は，情報化の進展状況等を勘案して，利

用者が利用しやすいものとする。 

３ 利用の方法は，利用請求者が利用請求書又は利用の方法申出書に利用の方法を記

載し，資料室に提出することにより指定するものとする。 

４ 利用の方法申出書は，利用決定の通知があった日から 30 日以内での提出を求め

るものとする。ただし，利用請求者において，当該期間内に当該申出をすることが

できないことについて正当な理由があるときは，この限りでない。 

５ 利用の方法申出書の提出の方法については，第 10 条第３項の規定を準用する。 

 

 （閲覧の方法等） 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護等に対応できるセキュリティ対策等

の観点から、情報通信技術を用いた利用請求システ

ムは現状では導入しない予定である。 

これに伴って、条文を整理。 
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(1) 特定歴史公文書等の閲覧は、閲覧室で行うものとする。 

(2) 閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては、別に定めるところによる。

 

Ｃ－１０ 写しの交付の方法等 

(1) 特定歴史公文書等の写しの交付は、当該特定歴史公文書等の全部について行う

ほか、その一部についても行うことができる。この場合において、館は、利用請

求者に対し、具体的な範囲の特定を求めるものとする。 

(2) 写しの交付は、次の①及び②の各号に掲げる特定歴史公文書等の媒体について、

当該各号に定めるものの中から館が指定した方法のうち、利用請求者の希望する

ものについて、利用請求者から部数の指定を受けた上で実施するものとする。 

① 文書又は図画（法第１６条第３項の規定に基づく利用のために作成された複

製物を含む。②において同じ。） 

  ア 用紙に複写したもの 

  イ 撮影したマイクロフィルムのネガ 

  ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録 

エ ウをフレキシブルディスクカートリッジや光ディスク等に複写したもの 

 

② 電磁的記録 

  ア 用紙に出力したもの 

  イ 電磁的記録として複写したもの 

  ウ  イをフレキシブルディスクカートリッジや光ディスク等に複写したもの 

(3) 館は、利用請求者より、写しの交付を行う範囲、方法及び部数の指定を受けた

場合は速やかに料金表（※各館の利用等規則において別表として添付）に基づき

手数料額を算定し、当該料金を利用請求者に通知するものとする。 

(4) 館は、Ｃ－１１に定める手数料の納付が確認されたのち、速やかに写しの交付

を行うものとする。 

(5) 写しの交付は、館において行うほか、利用請求者の求めに応じ、次の各号に掲

げる方法により行うこともできる。この場合、①の方法において必要な郵送料は、

利用請求者が負担するものとする。 

① 利用請求者に郵送する方法 

第 18 条 特定歴史公文書等の閲覧は，閲覧室で行うものとする。 

２ 閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては，別に定めるところによる。 

 

 （写しの交付の方法等） 

第 19 条 特定歴史公文書等の写しの交付は，当該特定歴史公文書等の全部について

行うほか，その一部についても行うことができる。この場合において，資料室は，

利用請求者に対し，具体的な範囲の特定を求めるものとする。 

２ 写しの交付は，次の各号に掲げる特定歴史公文書等の媒体について，当該各号に

定めるものの中から資料室が指定した方法のうち，利用請求者の希望するものにつ

いて，利用請求者から部数の指定を受けた上で実施するものとする。 

一 文書又は図画（法第 16 条第３項の規定に基づく利用のために作成された複製

物を含む。次号において同じ。） 

イ 用紙に複写したもの 

ロ 撮影したマイクロフィルムのネガ 

ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録 

  ニ ハのスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク等に複写し

たもの 

二 電磁的記録 

イ 用紙に出力したもの 

ロ 電磁的記録として複写したもの 

  ハ ロによる電磁的記録として複写したものを光ディスク等に複写したもの 

３ 資料室は，利用請求者から，写しの交付を行う範囲，方法及び部数の指定を受け

た場合は速やかに料金表（別表）に基づき手数料額を算定し，当該料金を利用請求

者に通知するものとする。 

４ 資料室は，次条に規定する手数料の納付が確認されたのち，速やかに写しの交付

を行うものとする。 

５ 写しの交付は，資料室において行うほか，利用請求者の求めに応じ，利用請求者

に郵送する方法により行うことができる。この場合において，必要な郵送料は，利

用請求者が負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン①エおよび②ウに「フレキシブルディ

スクカートリッジや光ディスク等」とあるが、現時

点ではＣＤ－ＲとＤＶＤ－Ｒ等で十分対応可能と

判断した。 

 

同上。 

 

 

 

 

 

個人情報保護等に対応できるセキュリティ対策等

の観点から、情報通信技術を用いた利用請求システ

ムは現状では導入しない予定である。 

これに伴って、条文を整理。 
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  ② 情報通信技術を用いて利用請求者に送付する方法 

 

Ｃ－１１ 手数料等 

(1) 館は、利用請求者が写しの交付を受ける場合には、料金表に基づき算出した手

数料の納入を、次の各号に定めるもののうち、館が指定する方法により受け取る

ものとする。 

①  館において直接納入する方法 

② 館に郵便書留で送付する方法 

③ 館の指定する銀行口座へ振り込む方法 

④ 館において印紙を直接納付する方法 

⑤ 印紙を所定の書類に貼付して館に郵便書留で送付する方法 

(2)   (1)②、③又は⑤の手続に必要な費用は、利用請求者が負担するものとする。

 

(3) 館は、料金表を閲覧室に常時備え付けるとともに、インターネットの利用等に

より公表する。 

 

Ｃ－１２ 異議申立て 

(1) 館は、法第２１条に基づく異議申立てがあった時は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問する。 

① 異議申立てが不適法であり、却下するとき。 

② 決定で、異議申立てに係る利用請求に対する処分を取り消し又は変更し、当

該異議申立てに係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとするとき。た

だし、当該異議申立てに係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提

出されているときを除く。 

(2) 館は、(1)の諮問をした場合は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知する。

 

① 異議申立人及び参加人 

② 利用請求者（利用請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。） 

③ 当該異議申立てに係る利用請求に対する処分について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。） 

 

 

 （手数料等） 

第 20 条 資料室は，利用請求者が写しの交付を受ける場合には，料金表に基づき算

出した手数料の納入を，次の各号に掲げる方法のうち，資料室が指定する方法によ

り受け取るものとする。 

一 資料室において直接納入する方法 

二 資料室に郵便書留で送付する方法 

三 資料室の指定する銀行口座に振り込む方法 

  

 

２ 前項第２号及び第３号の手続きに必要な費用は，利用請求者が負担するものとす

る。 

３ 資料室は，料金表を閲覧室に常時備え付けるとともに，インターネットの利用等

により公表する。 

 

 （異議申立て） 

第 21 条 資料室は，法第 21 条に基づく異議申立てがあったときは，次の各号のいず

れかに該当する場合を除き，公文書管理委員会に諮問する。 

一 異議申立てが不適法であり，却下するとき。 

二 決定で，異議申立てに係る利用請求に対する処分を取り消し又は変更し，当該

異議申立てに係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとするとき。ただ

し，当該異議申立てに係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出さ

れているときを除く。 

２ 資料室は，前項の諮問をした場合は，次の各号に掲げる者に対し，諮問をした旨

を通知する。 

一 異議申立人及び参加人 

二 利用請求者（利用請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。） 

三 当該異議申立てに係る利用請求に対する処分について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が異議申立人は参加人である場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「印紙」は、手数料の納付方法としては行政機関（一

般会計）においてのみ可能であり、独立行政法人等

においては認められないため、これに関するガイド

ライン規定例の該当部分を削除するもの。 
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(3) Ｃ－５(4)の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準

用する。 

① 利用させる旨の決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却す

る決定 

② 異議申立てに係る利用請求に対する処分を変更し、当該利用請求に対する処

分に係る特定歴史公文書等を利用させる旨の決定（第三者である参加人が当該

特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示している場合に限る。）

(4) 館は、公文書管理委員会から(1)の諮問に対する答申を受けた場合は、当該答申

を踏まえ、速やかに決定を行うものとする。 

 

第２節 利用の促進 

Ｃ－１３ 簡便な方法による利用等 

(1) 館は、法第１６条において利用が認められている特定歴史公文書等について、

第１節に定める方法のほか、あらかじめ手続を定めた上で、簡便な方法（(2)に定

めるものを除く。）により利用に供するものとする。 

(2) 館は、特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をインターネットの利用によ

り公開すること等の方法により、積極的に一般の利用に供するものとする。 

 

Ｃ－１４ 展示会の開催等 

館は、年度ごとに計画を定めた上で、展示会の開催、館内の見学会その他の取組

を行い、歴史公文書等の利用の促進に努めなければならない。 

 

Ｃ－１５ 特定歴史公文書等の貸出し 

館は、他の機関から学術研究、社会教育等の公共的目的を有する行事等において

利用するために特定歴史公文書等の貸出しの申込みがあった場合、別に定めるとこ

ろにより、当該特定歴史公文書等を貸し出すことができる。 

 

Ｃ－１６ 原本の特別利用 

館は、原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある特定歴史公文

書等について、複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等原本によ

３ 第 14 条第４項の規定は，次の各号のいずれかに該当する決定をする場合につい

て準用する。 

一 利用させる旨の決定に対する第三者からの異議申立てを却下し，又は棄却する

決定 

二 異議申立てに係る利用請求に対する処分を変更し，当該利用請求に対する処分

に係る特定歴史公文書等を利用させる旨の決定（第三者である参加人が当該特定

歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示している場合に限る。） 

４ 資料室は，公文書管理委員会から第１項の諮問に対する答申を受けた場合は，当

該答申を踏まえ，速やかに決定を行うものとする。 

 

第２節 利用の促進 

 （簡便な方法による利用等） 

第 22 条 資料室は，法第 16 条において利用が認められている特定歴史公文書等につ

いて，第１節に規定する方法のほか，あらかじめ手続きを定めた上で，簡便な方法

（次項に規定するものを除く。）により利用に供するものとする。 

２ 資料室は，特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をインターネットの利用に

より公開すること等の方法により，積極的に一般の利用に供するものとする。 

 

 （展示会の開催等） 

第 23 条 資料室は，年度ごとに計画を定めた上で，展示会の開催，資料室内の見学

会その他の取組を行い，歴史公文書等の利用の促進に努めなければならない。 

 

 （特定歴史公文書等の貸出し） 

第 24 条 資料室は，他の機関から学術研究，社会教育等の公共的目的を有する行事

等において利用するために特定歴史公文書等の貸出しの申込みがあった場合は，別

に定めるところにより，当該特定歴史公文書等を貸し出すことができる。 

 

 （原本の特別利用） 

第 25 条 資料室は，原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある特

定歴史公文書等について，複製物によっては利用目的を果たすことができない場合
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る利用が必要と認められる場合は、別に定めるところにより、特に慎重な取扱いを

確保した上で、利用者に対し特別に原本を利用に供することができる。 

 

Ｃ－１７ レファレンス 

(1)  館は、特定歴史公文書等の効果的な利用を確保するため、次に掲げるレファレ

ンスを行う。ただし、鑑定の依頼、文書の解読・翻訳等、館の業務として情報提

供することが適当でないと認められる場合はこの限りでない。 

 

① 特定歴史公文書等の利用に関する情報の提供 

② 特定歴史公文書等の目録に関する情報の提供 

③ 特定歴史公文書等の検索方法に係る情報の提供 

④ 特定歴史公文書等に関する参考文献、他の公文書館等に関する情報の提供 

(2) レファレンスは、閲覧室の開室時間中は随時、口頭、電話、書面その他の方法

により、申し込むことができるものとする。 

 

第３節 移管元行政機関等の利用 

Ｃ－１８ 移管元行政機関等の利用 

(1) 館は、特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等（以下Ｃ

－１８において「移管元行政機関等」という。）が、法第２４条に定める利用の特

例の適用を求める場合は、身分証の提示及び行政機関等利用申込書の提出を求め

るものとする。 

(2) 移管元行政機関等に属する利用請求者が館の外での閲覧を希望した場合、館は、

Ｃ－９の規定に関わらず、１ヶ月を限度として、その閲覧を認めることができる。

 

 

第４節 利用時間及び休館日 

Ｃ－１９ 館の開館 

(1) 館は、利用に関する業務を実施するため、次に掲げる日を除き、毎日開館する。

① ○○○○ 

② ○○○○ 

等原本による利用が必要と認められる場合は，別に定めるところにより，特に慎重

な取扱いを確保した上で，利用者に対し特別に原本を利用に供することができる。 

 

 （レファレンス） 

第 26 条 資料室は，特定歴史公文書等の効果的な利用を確保するため，次の各号に

掲げるレファレンス（情報を求めている利用者への支援をいう。以下同じ）を行う。

ただし，鑑定の依頼，文書の解読・翻訳等，資料室の業務として情報提供すること

が適当でないと認められる場合はこの限りでない。 

一 特定歴史公文書等の利用に関する情報の提供 

二 特定歴史公文書等の目録に関する情報の提供 

三 特定歴史公文書等の検索方法に係る情報の提供 

四 特定歴史公文書等に関する参考文献，他の公文書館等に関する情報の提供 

２ レファレンスは，閲覧室の開室時間中は随時，口頭，電話，書面その他の方法に

より，申し込むことができるものとする。 

 

第３節 移管元行政機関等の利用 

 （移管元行政機関等の利用） 

第 27 条 資料室は，特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等

（以下この条において「移管元行政機関等」という。）が，法第 24条に規定する利

用の特例の適用を求める場合は，身分証の提示及び行政機関等利用申込書の提出を

求めるものとする。 

２ 移管元行政機関等に属する利用請求者が資料室の外での閲覧を希望した場合は，

資料室は，第 18 条の規定にかかわらず，１月を限度として，その閲覧を認めるこ

とができる。 

 

第４節 利用時間及び休室日 

 （資料室の開室） 

第 28 条 資料室は，利用に関する業務を実施するため，次の各号に掲げる日を除き，

毎日開室する。 

一 日曜日 

 

 

 

 

 

「レファレンス」の意味を明らかにするため、説明

を追加するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の「名古屋大学大学文書資料室利用規程」によ
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③ ○○○○ 

 

 

 

(2) 館は、(1)の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、臨時に開館し又は休

館することができる。この場合には、館は、原則として開館又は休館の２週間前

までにその旨及び理由を公表しなければならない。 

(3) 館の利用時間は○時から○時までとする。ただし、特に必要がある場合には、

臨時に変更することができる。この場合には、館は、事前にその旨及び理由を公

表しなければならない。 

 

第Ｄ章 廃棄 

Ｄ－１ 特定歴史公文書等の廃棄 

(1)  館は、特定歴史公文書等として保存している文書について、劣化が極限まで進

展して判読及び修復が不可能で利用できなくなり、歴史資料として重要でなくな

ったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該特定歴史

公文書等を廃棄することができる。 

(2) 館は、(1)の規定に基づき特定歴史公文書等の廃棄を行った場合には、廃棄に関

する記録を作成し、公表するものとする。 

 

第Ｅ章 研修 

Ｅ－１ 研修の実施 

(1)  館は、その職員に対し、歴史公文書等を適切に保存し利用に供するために必要

な専門的知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うもの

とする。 

(2) 館は、(1)の他に、△△省（△△法人）の職員に対し、歴史公文書等の適切な保

存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるた

めに必要な研修を行うものとする。 

(3) 館は、(1)及び(2)の研修の実施に当たっては、その必要性を把握し、その結果

に基づいて研修の計画を立てなければならない。 

二 土曜日 

三 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

四 年末年始（12 月 28 日から翌年 1月 4 日までの日，前号に該当する休日を除く。） 

 

２ 資料室は，前項の規定にかかわらず，特に必要がある場合には，臨時に開室し又

は休室することができる。この場合には，資料室は，原則として,開室又は休室の

２週間前までにその旨及び理由を公表しなければならない。 

３ 資料室の利用時間は午前９時 30 分から午後４時 30 分までとする。ただし，特に

必要がある場合には，臨時に変更することができる。この場合には，資料室は，事

前にその旨及び理由を公表しなければならない。 

 

第４章 廃棄 

 （特定歴史公文書等の廃棄） 

第 29 条 資料室は，特定歴史公文書等として保存している文書について，劣化が極

限まで進展して判読及び修復が不可能で利用できなくなり，歴史資料として重要で

なくなったと認める場合には，内閣総理大臣に協議し，その同意を得て，当該特定

歴史公文書等を廃棄することができる。 

２ 資料室は，前項の規定に基づき特定歴史公文書等の廃棄を行った場合には，廃棄

に関する記録を作成し，公表するものとする。 

 

第５章 研修 

 （研修の実施） 

第 30 条 資料室は，その職員に対し，歴史公文書等を適切に保存し利用に供するた

めに必要な専門的知識及び技能を習得させ，及び向上させるために必要な研修を行

うものとする。 

２ 資料室は，前項のほかに，本学の職員に対し，歴史公文書等の適切な保存及び移

管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ，及び向上させるために必要な

研修を行うものとする。 

３ 資料室は，第１項及び前項の研修の実施に当たっては，その必要性を把握し，そ

の結果に基づいて研修の計画を立てなければならない。 

る。 
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る。 
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(4) 館は、(1)及び(2)の研修を実施したときは、研修計画の改善その他歴史公文書

等の適切な保存及び移管の改善に資するため、その効果の把握に努めるものとす

る。 

 

第Ｆ章 雑則 

Ｆ－１ 保存及び利用の状況の報告 

(1)  館は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大

臣に報告しなければならない。 

(2)  館は、(1)に規定する報告のため、必要に応じて調査を実施するものとする。 

 

Ｆ－２ 利用等規則の備付等 

館は、本規則について、閲覧室に常時備え付けるほか、インターネットの利用等

により公表するものとする。 

 

Ｆ－３ 実施規程 

この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項は館が定め

る。 

 

４ 資料室は，第１項及び第２項の研修を実施したときは，研修計画の改善その他歴

史公文書等の適切な保存及び移管の改善に資するため，その効果の把握に努めるも

のとする。 

 

第５章 雑則 

 （保存及び利用の状況の報告） 

第 31 条 資料室は，特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について，毎年度，内

閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 資料室は，前項に規定する報告のため，必要に応じて調査を実施するものとする。 

 

 （利用等規程の備付等） 

第 32 条 資料室は，この規程について，閲覧室に常時備え付けるほか，インターネ

ットの利用等により公表するものとする。 

 

 （雑則） 

第 33 条 この規程に定めるもののほか，この規程を実施するために必要な事項は総

長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規程は，平成 23 年４月１日から施行する。 

 （著作権の調整に関する措置） 

第２条 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）の改正により，特定歴史公文書等に関す

る著作権の調整の規定が置かれた場合は，第５条中「著作物や実演，レコード又は

放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像（以下「著作物等」という。）が含ま

れている場合」とあるのは「著作物が含まれている場合」と，「当該著作物等につ

いて」とあるのは「当該著作物について」と，「予め著作者，著作権者，実演家又

は著作隣接権者から著作者人格権，著作権，実演家人格権又は著作隣接権について

の許諾又は同意を得ること」とあるのは「著作者と著作権の調整を行うこと」と読

み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋大学の規程であるため、資料室ではなく総長

が定めるものとした。 

 

 

 

施行期日を定めるもの。 

 

ガイドライン規定例Ｂ－３に関わる留意事項に基

づく。 
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別表（第 19 条関係） 

 

 



別表（第19条関係）

特定歴史公文書等の種別 写しの交付の方法 手数料の額

イ　用紙に複写したもの
用紙１枚につき４０円（日本工業規格Ｂ列４番（以下
「Ｂ４判」という。）及び日本工業規格Ａ列３番（以下
「Ａ３判」という。）についても同じ。）

ロ　撮影したマイクロフィルムのネガ １コマの撮影につき６０円

ハ　スキャナにより読み取ってできた電磁的記録 当該文書又は図画１枚につき70円

ニ　ハのスキャナにより読み取ってできた電磁的
記録を光ディスク等に複写したもの

CD－R（日本工業規格Ｘ0606及びＸ6281に適合する
直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生
することが可能なものに限る。）１枚につき300円、
DVD－R等（日本工業規格Ｘ6241に適合する直径
120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生する
ことが可能なものに限る。）１枚につき500円に、当該
文書又は図画１枚ごとに70円を加えた額

イ　用紙に出力したもの
用紙１枚につき30円（Ｂ４判及びＡ３判、カラーで出力
したものについても同じ。）

ロ　電磁的記録として複写したもの 無料

ハ　ロによる電磁的記録として複写したものを光
ディスク等に複写したもの

CD－R（日本工業規格Ｘ0606及びＸ6281に適合する
直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生
することが可能なものに限る。）１枚につき300円、
DVD－R等（日本工業規格Ｘ6241に適合する直径
120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生する
ことが可能なものに限る。）１枚につき500円

二　電磁的記録（法第16条第３
項の規定に基づく利用のため
に作成された複製物を含む。）

一　文書又は図画（法第16条
第３項の規定に基づく利用の
ために作成された複製物を含
む。）
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